
随意契約理由書

随意契約の理由

　高松作業所し尿処理施設は、神戸市内から収集される、し尿及び浄化槽汚泥を脱水及びプレス固形化し、水分は西部
下水処理場へ圧送し、固形分はクリーンセンターへ搬出している。
　し尿処理工程の中で、今回整備の電動弁は、脱水機移送用、西部下水処理場し尿移送用、西部下水処理場し尿移送
用配管洗浄用として稼働しており、今回の整備により安定的に設備を稼働することができる。
　機器の破損や不調箇所の調査、その原因究明並びにそれらを踏まえた対策の立案、部品調達、施工は、製造メーカー
しか知りえない情報があることや、技術的な面から製造メーカーである㈱清水鐵工所でなければ不可能であるため随意
契約を行うものである。

ka 　　　　環境局施設課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号　078-595-6163　　）

件 名 高松作業所電動弁整備

契 約 の 相 手 方 株式会社　清水鐵工所

根 拠 法 令 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当


